
令和４年度  新ひだか町立静内小学校 学校経営方針                                                      

◎ はじめに  

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身

ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。（教育基本法第１条：教育の目的） 学校教

育においては、子どもたちの生活空間である「学校」「家庭」「地域」などすべての場において、調和の

とれた人格の形成を目指し、健全な育成を目指した教育が行われることが理想である。それを実現させ

るためには、過去から未来への時間軸と地域から世界への空間軸を的確に見据え、子どもたちが人と人

との豊かな関わりの中で、自らの生き方を創造する力を身に付けさせなければならない。 

現代に生きる子どもたちは、生活様式や社会構造が大きく変わり、未来の予測が困難な時代を迎えて

いる。すでに、世の中はインターネットが幅広く普及し、人工知能（ＡＩ）の活用等による技術革新、

ＩｏＴ技術によるスマート化が進み、十年前では考えられなかったような様々な変化が起きている。 

このような新しい時代においては、社会の動きを前向きにとらえ、人間ならではの感性を働かせて、

これからの生き方をより豊かにしていくことが期待される。そして、新しい時代を担う子どもたちに

は、社会の変化を見据え、これから生きていくための資質や能力を確実に育てていかなければならな

い。つまり、これからの学校が目指す方向は、「知識を教え込む」ことになりがちであった教育から、

子どもたちが「自ら学び・自ら考える」教育への転換が求められる。さらに、令和の日本型学校教育の

構築を目指し、ＩＣＴ機器を有効活用しながら「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実

を目指すことが肝要である。 

また、これらの課題解決のためには、一人一人の教職員の力がまとまり合い響き合うことが大切であ

るとともに、持続可能でなければならない。一人一人の教職員が自身の専門性の向上を目指して研鑽に

励むとともに、ゆとりをもって子どもと向き合い、子どもたち同士・教職員同士が、受容的・共感的な

関係を構築して教育活動を進めることが、子どもたちの「未来に活きる力」を育み、成長につながって

いくと考える。そして、子どもたちが登校を楽しみにするとともに、教職員にとって働きがいのある学

校でありたい。子どもたちが「静小」児童であることに自覚と誇りをもち、教職員は「静小」職員とし

ての責任と自負をもって協働することで、より良い学校を創り上げていく。 

 

１ 地域・家庭・児童の実態 

（１）日高管内の中央にある新ひだか町、市街地の中央に位置する。自然環境及び公民館、体育館など公共

施設に恵まれていて、校区は繁華街も抱えている。 

（２）通学距離は９０％以上の児童が２㎞以内であるが、真歌や入船方面から通う児童は、バスを利用して

登下校している。 

（３）児童の登下校では、自治会の学校安全パトロールによる見守り活動を実施していただいている。緑町

第と第二自治会は登校時のみ、第五自治会は登下校時に街頭に立ってくださっている。 

（４）新ひだか町「ふるさと教育」推進に力を入れ、地域の教育力を利用した外部講師の活用や施設訪問等

も盛んに行われるようになり、関係機関等との連携が深まっている。 

（５）保護者の職業は多岐にわたり、一人親世帯が約２割を占めている。養育状況に課題を抱える家庭もあ

り、児童の学校生活に影響している。関係機関との連携を図りながらに課題解決に努めている。 

（６）保護者の学校への理解・協力はおおむね良好である。ＰＴＡ活動は、コロナ禍で２年間ほど自粛して

いるが、感染状況や対策を講じながら学級レクや体育的行事などを実施している。 

（７）通常学級においても特別に支援を要する児童が多く在籍している。基礎的な学力の習得に課題があり、

学年が上がるに従い学力差が広がっている。 

（８）明るく素直で活動的な児童が多いが、学習に向かう姿勢や規則を守ろうとする意識、善悪の判断など

を含めて道徳的判断力と実践力に課題がある児童もいるが、学校生活は全体的に落ち着いている。 
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２ 学校教育目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 学校経営の基本方針と目指す学校像 

【 新しい時代を担う子どもたちのために 】 

（１）新学習指導要領の趣旨を踏まえた教育課程の編成･実施･評価･改善を図る。 

（２）子どもの「学びに向かう力」を育成し、基礎基本を確実に身に付ける。 

（３）受容的・共感的な人間関係を築き、心豊かで、思いやりある子どもを育成する。 

（４）進んで運動に親しみ、健康と安全に気をつけて生活しようとする子どもを育成する。 

（５）ＩＣＴ機器を有効活用し、授業力の向上に努めながら、授業改善を図る。  

【 持続可能な組織体としての学校であるために 】 

（１）一人で抱え込まない意識と体制づくりにより、受容的・共感的で協働的な職場をつくる。 

（２）教師の個性の発揮と協働による組織的な教育活動で、学校力の向上を目指す。   

（３）困り感のある子どもに対する情報共有と組織的な対応で、適切な教育支援を行う。   

【 地域・保護者との信頼関係を高めるために 】 

（１）公教育を担う学校としての役割と責任を果たす。 

（２）「開かれた学校」を目指し、地域や保護者への情報の発信と収集を積極的におこなう。 

（３）地域や保護者との連携を図り、それぞれの教育力を生かす。 

（４）報告・連絡・相談・確認の徹底に努め、危機管理意識と連携・協働性を高める。 

                      

【 学校における働き方改革を進めるために 】 

（１）勤務管理徹底、業務の簡素化・効率化を図る。 

（２）学校外からの教育力・助言を積極的に取り入れる。 

（３）一人で抱え込まず、協働体制で業務を推進する。 

（４）組織体制の見直し、行事の精選をおこなう。 

（５）自身のライフワークバランスを大切にする。 

（仕事と生活の共存） 

 

 

 

 

 

 

 

 

みがき かがやく 静小の子ども 

よく考える子（知） 思いやりのある子（徳） たくましい子（体） 

 

学 校 教 育 目 標（平成２７年４月１日改訂） 

働き方を抜本的に見直し、業務の質を高

めるとともに、日々の生活や教職人生を豊

かにすることにより、自らの専門性や人間

性を高め、子供たちに対して効果的な教育

活動を行い、教育の質を高めていく。 

理 念 

目指す学校像 
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４ 令和４年度の重点 

（１）重点目標 

 

 

 

 

新しい時代を担う子どもたちには、社会の変化を見据え、これから生きていくための資質や能力を確

実に育てていかなければならない。未来が予測困難であるがゆえ、学びあいや他者との協働等により、

多様な見方・考え方を学び、新たな課題を見つけ、身に付けた知識や経験を活かしながら解決していく

力が求められる。これを「未来に活きる力」と押さえ、協働的に学びあい、高めあうことを目指してい

く。さらに、これを持続可能なものにするための組織づくり、子どもたち同士・教職員同士の受容的・

共感的な関係づくりがベースとなることを押さえたい。 

 

（２）目指す児童像 ～ アンダーラインはＲ４年度の重点 

 高めたい資質・能力 目指す児童像（何ができるようになるか） 

知 

◎主体的に関わる力 

◎目、耳、心で聴く力 

◎知識を結び付ける力 

◎考えを伝えあう力 

○主体的に考え行動しようとする。 

○しっかり話を聴き、考えようとする。 

○相違点や類似点に気付き、生かすべき点を考えようとする。 

○理解していることをもとに何ができるか考えようとする。 

○気づいたことや考えたことを多様な方法で伝えようとする。 

徳 

◎よりよい生活や人間関係を築く力 

◎自律的に行動する力 

◎規則を尊重し守ろうとする力 

◎やりぬく力 

○笑顔で元気な挨拶や返事をしようとする。 

○相手のよさや個性を認め、協力し合おうとする。 

○道徳的な判断力・心情が育ち、行動で現そうとする。 

○善悪の判断ができ、きまりを守ろうとする。 

○あきらめず、最後まで頑張ろうとする。 

体 

◎運動の楽しさや喜びを感じる力 

◎各種の運動に挑戦する力 

◎自分の生活や健康を見つめる力 

◎危険を予測し回避する力 

○運動に親しみ、積極的に身体を動かそうとする。 

○不得意な運動にも取り組もうとする。 

○生活の中で健康の保持増進を考え、実践しようとする。 

○自分の命は自分で守ろうとする。 

○きまりを守り、安全に気をつけて運動しようとする。 

 
（３）子どもの成長をどのように支援するか 

キーワード       方     法 

授業改善 

（ＩＣＴ） 

○「何ができるようになるか」（目指すゴールを明確に） 

○「何をどのように学ぶか」（『学びの過程』の組立て） 

○ＩＣＴ（タブレット端末等）をいかに有効に活用するか 

児童理解 

受容･共感的 

協 働 

○ゆとりをもち、一人一人の子どもと向き合う時間を確保して、児童理解に努める。 

○子どもも教師も受容的・共感的な関係づくりに努め、支援にあたる。 

○子どもたちは協働的に学びあい、教師は協働的な体制で支援にあたる。 

外部連携 ○学校運営協議会、外部関係機関と連携を図り、教育活動に対する支援を求める。 

 

（４）指導の重点 

    ◎ 重点Ⅰ 『 学びに向かう力、確かな学力の育成 』 

◎ 重点Ⅱ 『 受容的・共感的な関係づくり 』 

◎ 重点Ⅲ 『 健康・安全教育の充実』   

― 経営 ３ ― 

「未来に活きる力」を育て、協働的に学びあい、高めあう学校 

～ 持続可能な組織づくりと受容的・共感的な関係づくり ～ 



（５）具現化に向けた取組内容 

学びに向かう力・確かな学力の育成  受容的・共感的な関係づくり  健康・安全教育の充実 

学びを支える取組の徹底、ＩＣ

Ｔ有効活用により、個別最適な

学び、協働的な学びを推進し、

確かな学力を育てる。 

受容的・共感的な関係づくりに

つながる、心に響く考える道徳

の授業、子どもの心に寄り添う

生徒指導等を充実させる。 

運動に向かう力を高め、運動技

能を向上させるとともに、日常

生活における健康・安全に気づ

かせ、実践力を培う。 

【 取 組 内 容 】 【 取 組 内 容 】 【 取 組 内 容 】 

◎「個別最適な学び」、 

「協働的な学び」の展開 

・「知識・技能」「思考力・判断力・

表現力」の育成 

◎基礎基本の定着 

・チャレンジテスト、全国学調等

ドリル的活用、中学校との連携 

◎「学びの約束」の早期定着 

・重点指導 → 聞く・話す 

◎家庭学習の促進 

・指導内容･学習内容の交流と工夫 

・学習時間の伸長と端末活用 

◎放課後等学習の工夫 

・学年や児童の実態を考慮 

◎個に応じた指導 

・端末の有効活用 

・支援員や関係機関との連携 

◎ＩＣＴの効果的な活用 

・端末、書画カメラ、デジタル教

科書の効果的な活用 

◎地域の教育資源の活用 

・ふるさと教育の充実 

・ＣＳを活用した協力依頼 

◎教室環境づくり 

・ユニバーサルデザインの配慮 

◎「特別の教科 道徳」の充実 

・「なぜ？」を考え議論する授業づく

りと評価 

(読み物資料とモラルジレンマ授業) 

・道徳重点項目の継続指導 

「規則の尊重」「親切･思いやり」 

◎児童理解の促進 

・「受容と共感」に基づく指導 

・幼稚園、保育所との連携 

◎自尊心を高める指導 

・認め褒める → 自己肯定感の育成 

◎正しい言葉遣いの指導 

・乱暴な言葉や相手を傷つける言葉

へのその場指導 

・相手や場所等を考慮した話し方 

◎受容・共感的な人間関係の醸成 

・児童会による取組（挨拶習慣等） 

・児童観察と保護者との連携 

・いじめアンケート等を活用した

教育相談、面談 

◎読書習慣の定着 

・朝読書時間の確保 

・学校読書館の利用促進 

・読書への親しみを深める学級や

図書委員会での取組 

◎新体力テストの全学年実施 

・発達段階に応じた体力・運動能

力の把握 

・運動への関心を高める動機付け 

◎出前授業の実施 

・外部人材の活用（体力向上種目） 

◎運動環境の整備 

・体育用具、施設の有効活用 

・外遊びの奨励（校庭・中庭） 

◎行事と関連づけた体力つくり 

・運動会、遠足等  

◎健康を意識した生活習慣改善 

・早寝、早起き、朝ご飯の啓発 

・アウトメディア、２０ルール 

・感染症予防と正しい理解 

◎食育の推進 

・ランチメールの活用 

・保健便り、掲示物による啓発 

◎安全意識(危険予知･回避能力)

の育成 

・各種訓練、安全教室等の実施 

◎安全面に関わる情報収集 

・地域見守り隊や自治会等から 

・定期的安全点検の実施 
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◎ 支持的風土のある学級経営 

 ・考えを認めあえる、話し合える ・子どもの居場所がある 

◎ 教師と子どもが信頼関係で結ばれている学級経営 

 ・子どもとのかかわり ・児童理解に基づく生徒指導 

◎ 確固たる学習規律のある学級経営 

 ・子どもたちを学ぶ集団に ・子どもが守るべき学習規律は、教師が守るべき指導の規律 

◎ 落ち着いた教育環境の整った学級経営 

 ・安全で安心 ・ユニバーサルデザイン（効果的配置と整理整頓） 

充実した学級経営 



６ 領域別目標と重点内容 

 目   標 重点内容 

学

校

経

営 

全教職員が教育目標の具現化を目指し

て積極的に取り組むとともに、協働性を

発揮して着実に実践を積み上げることが

できる学校経営の推進に努める。 

◎協働的で組織的な教育活動の推進 

・一人で抱え込まず、協働性を発揮できる体制づくり 

・教師の個性と協働性を両立した学校力の向上 

・経営計画具現化に向けた計画的な実践 

・「働き方改革」推進による、ゆとりある指導 

・共通認識と共通実践 

◎内外に開かれた教育活動の推進 

・「報告・連絡・相談・確認」の徹底による情報の共有化 

・積極的な教育活動の公開と情報発信 

・コミュニティスクールの導入 ・中学校との連携 

◎評価に基づく学校経営の改善 

・学校評価、保護者アンケート、学校職員評価など（Web活用） 

教

育

課

程 

学校教育目標の実現を目指し、調和の

とれた教育課程の編成、実施、評価、改善

に努める。 

◎学習指導要領に則した適切な教育課程の編成･実施･評価･

改善 

・指導内容の確実な実践（プログラミング教育等） 

・主体的・対話的で深い学びの実現 

・年間指導計画の見直しと授業時数の進行管理 

◎育成を目指す資質・能力を明確にした教育課程の実施 

・到達目標と育成を目指す資質･能力が明確な経営案の作成 

・横断的な視点に立った教科、領域における指導 

◎地域の教育力の活用 

・外部人材や地域の教育施設、資源の積極的活用 

学

習

指

導 

確かな学力の定着を図るとともに、各

教科等の目標や指導内容を的確に踏まえ

た学習指導の充実に努める。 

 

道

徳

教

育 

道徳的価値の自覚及び自己の生き方に

ついて考えを深め、実践力を高める道徳

教育の充実に努める。 

◎「特別の教科 道徳」の充実 

・「なぜ？」を考え議論する授業づくりを推進 

・４観点による評価（実践資料のファイル化） 

・重点目標の全校的な指導（「規則の尊重」「親切･思いやり」） 

・指導後の児童の変容の見とりと意識の持続化 

特

別

活

動 

   望ましい集団活動を通して受容的・共

感的な関係づくりと個性の伸長を図り、

集団の一員として協力しあい、よりよい

生活を築こうとする自主的・実践的な態

度を育てる特別活動の充実に努める。 

◎各活動の特質を踏まえた実践の充実 

【学級活動】 

・学級の一員としての自覚と存在感を高める活動の工夫 

・他者を受け入れ、自身の主張もできる環境づくり 

【児童会活動】 

・学校生活の充実と向上に向け、協力して取り組む態度の育成 

・集会活動における話の聞き方や行動の仕方の指導 

※「学びの約束」と連動 

・児童会が中心となった「挨拶運動」や人間関係を構築する

取組の実施 

【クラブ活動】 

・子どもの興味や関心、実態を踏まえての計画と実施 

【学校行事】 

・行事のねらいの明確化と評価、内容の精査 

年度の重点目標に基づく指導の重点ⅠⅡⅢ（具現化に向

けた取組内容）に準ずる。 
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総
合
的
な
学
習
の
時
間 

   「ふるさと教育」を軸とし、創意工夫と

特色ある教育活動を展開するとともに、

自ら学び自ら考える力を育むため、育成

を目指す資質･能力を明確にし、探求的に

取り組む総合的な学習の時間の充実に努

める。 

◎横断的・総合的な学習の実施 

・探求的な学習 

・他教科との関連を明記した年間指導計画の作成 

・３観点による評価 

・ふるさと教育の充実 

※「調査」「発表」から「調査」・「地域貢献・情報発信」へ 

外

国

語

活

動 

外国語でのコミュニケーションにおけ

る見方・考え方を働かせ、外国語による聞

くこと、話すことの言語活動を通してコ

ミュニケーションを図る素地となる資

質・能力の育成に努める。 

◎外国語を用いた積極的なコミュニケーション活動の充実 

・聞くこと、話すこと〔やり取り〕、話すこと〔発表〕の領域

別指導 ※デジタル教材等の活用 

・外国の言語や文化についての体験的な理解 

・外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむ 

・外国語で主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度

の育成 

外

国

語 

外国語でのコミュニケーションにおけ

る見方・考え方を働かせ、外国語による聞

くこと、読むこと、話すこと、書くことの

言語活動を通してコミュニケーションを

図る素地となる資質・能力の育成に努め

る。 

◎外国語を用いた積極的なコミュニケーション活動の充実 

・聞くこと、読むこと、話すこと〔やり取り〕、話すこと〔発

表〕、書くことの領域別指導 ※デジタル教材等の活用 

・外国の言語や文化についての体験的な理解促進 

・コミュニケーションにおいて活用できる基礎的技能の習得 

・外国語で主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度

の育成 

研

修

活

動 

教職員一人一人の資質・能力の向上と

実践的な指導力を高める研修活動の充実

に努める。 

◎共通認識、共通実践による研修活動の推進 

・「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」のバランスのとれ

た育成を目指す授業改善 

・授業改善を意識した日常的な授業実践 

・外部からの指導助言、外部への研修参加を積極的に推進 

・研究授業の実施（全体、ブロックを含む） 

生

徒

指

導 

   全教育活動を通して、子ども一人一人

の個性を伸ばし、社会性を培うとともに、

日ごろから心に響く指導と支援により、

将来において自己実現できる資質・能力

を育成するため指導体制を確立し、家庭、

地域、関係機関とも連携した生徒指導の

充実に努める。 

   

◎児童理解を基本とした指導の継続 

・自尊心を高める教育活動の推進（自己肯定感の育成） 

・「適応指導教室（ステップ）」の活用（不登校支援等） 

◎問題行動の防止や早期発見､迅速対応 

・事案に対応する指導から、日ごろからの心に響く指導へ 

・日常的な児童観察やいじめアンケートに基づく教育相談 

・「報告、連絡、相談、確認」の徹底と組織的な対応 

・問題行動の把握（交流・記録化）と共通認識に立った指導 

◎学校と家庭、関係機関等との連携 

・迅速な情報収集と提供に基づく解決 

健 

康 

教 

育 

  健やかでたくましい心と体をはぐくむ

ことに関心を深め、健康に生活できる能

力や態度を育てる健康教育の充実に努め

る。 

 

〔体育〕 

◎運動に向かう力の向上、体力の増進と体育的活動の活性化 

・新体力テストの全学年実施 

・発達段階に応じた体力・運動能力の把握、目標設定 

・外部指導による体力向上種目の取組 

・運動への関心を高める動機付け（行事との関連づけ） 

〔保健〕 

◎心身の健康保持･増進についての関心と実践力を培う指導 

・保健だよりや保健授業の有効活用 

・健康、発育状態の把握と指導（感染症対策等を含む） 

・保健室利用児童、困り感のある児童に係る担任との連携 

・食育の推進     ・２０ルールの推進 
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安

全

指

導 

児童自らが、日常の行動や外部環境に

存在する様々な危険を察知して、安全に

行動できる能力を高める安全指導の充実

に努める。 

◎安全に関する実践的な態度を育成する安全教育の充実 

・危険予知や回避能力を高める安全指導の充実 

・街頭指導や地域見守り隊と連携した安全指導の実施 

・施設や設備の安全点検と整備 

・避難訓練（地震→津波）と連動させた１日防災学校の実施 

・児童の通学経路の確認と集団下校への対応 

・交通安全教室や不審者対応教室の実施 

特

別

支

援

教

育 

   子ども一人一人のよさや可能性を最大

限に伸ばし、教育的ニーズに応じて適切

な教育支援を行う特別支援教育の充実に

努める。 

◎困り感のある児童の実態把握と効果的な支援活動の充実 

・コーディネーターを中心とした連絡調整、協働体制 

（特別支援担任団や支援員との適切な支援内容の確認） 

◎関係機関との連携 

・ＰＴ（パートナーティーチャー）事業、ＳＣ（スクールカウンセラー）の活用 

・町教育支援委員会開催（１２月と２月）を見通した保護者対応 

・公的機関、社会福祉施設、医療機関等との連携、協力 

人

権

教

育 

  生命を尊重し、自分の大切さとともに

他の人の大切さも認める人権教育の充実

に努める。 

◎教育活動全体を通した自立と共生の心を育む指導の充実 

・お互いの人権が尊重される教科指導と生徒指導 

・外部人材活用による人権教室の開催 

環

境

教

育 

   環境の改善や保全に主体的に取り組む

態度を育てる環境教育の充実に努める。 

◎環境保全に関わる学習や体験的な活動による意識の高揚 

・各教科や総合的な学習の時間における学ぶ場の設定 

・外部講師を活用した環境学習 

・環境教育への関連づけの意識向上（指導者側） 

キ

ャ

リ

ア

教

育 

  学ぶことや働くことの意義を理解させ

るとともに、社会的・職業的自立に向け、

必要な基盤となる資質・能力や態度を育

てるキャリア教育の充実に努める。 

◎将来への夢や希望をもち、今後の生き方につながる指導の

工夫 

・発達段階に応じた指導 

・地域の資源や人材の活用 

・キャリア教育への関連づけの意識向上（指導者側） 

情

報

教

育 

情報化社会に対応した能力を身に付け

させる情報教育の充実に努める。 

◎コンピュータを活用した教育と情報モラル教育の推進 

・ＩＣＴ機器の効果的な活用と環境整備 

・発達段階に合わせたタブレット端末の効果的活用 

・スマホ・ケータイ安全教室の実施（地域・保護者との連携） 

プ

ロ

グ

ラ

ミ

ン

グ

教

育 

プログラミング的思考を育てるととも

に、プログラムの働きやよさに気付き、コ

ンピュータ等を活用して身近な問題を解

決したりよりよい社会を築いたりしよう

とする態度の育成に努める。 

◎「プログラミング的思考」の育成 

・各教科等の特質及び発達段階に応じたプログラミング体験

や疑似体験 

・コンピュータ等を活用した各教科等の学びの定着 

※身近な生活におけるコンピュータの活用に気付く 

※問題の解決には必要な手順が必要であることに気付く 

※コンピュータの働きをよりよい人生や社会づくりに生かそ

うとする態度の育成 

事 

 

務 

学校教育目標達成のため、教育条件整

備の確立と円滑な事務の推進に努める。 

◎学校財政の適正な予算執行 

・配分予算の校内執行計画の作成 

・効率的で計画的な予算の執行（執行状況の周知） 

◎学校事務情報の適正な活用 

・文書分類表に基づいた文書の整理と保管 
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